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「CAADID 日本語版 マニュアル」第 3 刷に、下記のとおり、監修者・監訳者の追記

を掲載いたしました。 

 

 

【第 3 刷 監修者・監訳者追記】 

検査用冊子パートⅡ（診断基準）の p.28～30 に設けられている「パートⅡサマリー

シートとスコアリングのルール」を診断の有無の判断の参考とする際には， CAADID

が DSM-Ⅳに準拠していることに留意されたい。DSM-5 への改訂にあたり，ADHD の

診断要件として，①成人（17 歳以上）に関しては，5 つ以上の症状を示せば診断基準を

満たす，②12 歳以前に症状がみられる，との変更が加えられた。これらを踏まえ，サマ

リーシートの「A．症状の判断基準」（p.28）の「６つ」は「5 つ」，「B. 発症年齢」(p.29)

の「7 歳以前」は「12 歳以前」として使用するのが妥当と考えられる。 

なお，原著出版社の MHS 社（カナダ）では，現時点で CAADID 原版に改訂の予定

はなく，日本語版マニュアル第 3刷発行にあたり，金子書房よりMHS社に許諾を得て，

上記の監修者・監訳者追記を記載する運びとなった。 
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